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かくだ市政出前講座開催までの流れ

既に内容が決まっている場合 内容がまだ決まっていない場合

担当課 まちづくり推進課

①開催日時や場所、
人数等、直接担当
課とご相談ください。

❶まずは、ご相談ください。
お話しを伺いながら講座
をご紹介します。

➋ご相談内容に基づき、
担当課と調整を行います。

角田市役所

②❸

出前講座の開催

－利用にあたっての注意事項－
（1）出前講座の運営、進行等は受講団体で行ってください。

（2）講座での質疑や意見交換は行いますが、苦情や陳情は
受け入れられません。

（3）すべての質問にその場でお答えできない場合もあります。


